
２ 総合評価方式の改定案について 

（１）これまでの検討状況

① 経緯

福岡地区水道企業団では、平成 30 年度より総合評価方式の標準型を試行導入している。 

運用を開始して６年が経過するが、以下のような課題が生じている。

〇 現行の標準型は、一般的な施工上の工夫を求めるものであり、標準的な施工方法を上 

回る提案は全て同じ加算点となり、差が付きにくい。このため、企業評価と価格で落 

札者が決定することが多い。 

〇 今後は規模が大きく、かつ、技術的工夫の余地が大きい工事の発注を控えているため、 

これまでよりも技術力を評価して落札者を決定することが必要である。 

② 用水供給事業促進対策委員会における報告

経緯を踏まえ、総合評価方式の見直しについて、令和６年 11月の用水供給事業促進対

策委員会で、以下の二点を報告している。 

〇 工事規模や内容に応じて、高度な技術提案を求める制度の導入について検討を進める。  

〇 標準型について、企業の施工能力をより詳しく評価できるよう、他都市の事例等を踏 

まえ、企業評価項目の見直しを行う。 

③ 業界等へのヒアリング結果

用水供給事業促進対策委員会での報告内容を踏まえて、業界等へヒアリングを行った

結果、主に以下のような意見があった。 

〇 技術提案を評価されれば、受注機会につながるので、標準型に加えて、高度な技術提 

案を行うことは良い。 

〇 高度な技術提案は企業に費用や労力が生じるため、工事規模や内容により、型式を使 

い分けた方が良い。 

〇 標準型を継続して、工事内容に応じて高度な技術提案と使い分けた方が良い。 

  〇 他都市の取組などを参考に、企業評価項目の拡充を求める。 

ヒアリングの概要

時期：令和６年 11月

相手方： 

土木業界団体、設備業者 

計 15団体・社 

高度な技術提案について 企業評価項目について 

参考 
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（２）改定案

  経緯や業界等へのヒアリングを踏まえ、型式の追加と企業評価項目の追加・変更を検討した。 

① 改定案の概要

※ 朱書き部は変更点を示す

〇:必須
△:選択

配点
〇:必須
△:選択

配点
〇:必須
△:選択

配点

技術提案  （１～４問・１問１０点）

・性能・機能の確保に関するもの
・品質管理
・安全管理
・環境への配慮
・その他

〇 10～40 ー ー ー ー

施工上の提案 （１問３点）

・品質管理
・安全管理
・環境への配慮

ー ー 〇 6 〇 6～9

地場企業への下請計画 △ 1 △ 1 △ 1

地場企業からの資材調達計画 △ 1 △ 1 △ 1

工事成績の実績 〇 4 〇 4 △ 3

工事成績優良業者の表彰実績 〇 1 〇 1 △ 1

同種工事の施工実績 〇 1 〇 1 〇 2

受注工事件数 △ 1 △ 1 △ 1

品質管理への取り組み △ 1 △ 1 〇 1

建設業労働災害防止協会加入状況 △ 1 △ 1 〇 1

資格の保有状況 〇 1 〇 1 〇 1

同種工事の施工経験 〇 1 〇 1 〇 1

社会貢献 〇 2 〇 2 〇 1

本店所在地 〇 1 〇 1 〇 1

企業の信頼性
社会性

競争入札参加停止措置状況 〇 -2 〇 -2 ー ー

企
業
評
価
項
目

11 11

6～11

企業の施工能力

技術者の能力

社会貢献
地域貢献

必須項目配点

加算点　合計 21～56 17～22 14～24

6～8

企業評価項目の配点 11～14 11～14 13

8

選択項目配点 0～3 0～3 5

提
案
項
目

技術提案

地場企業の活用

提案項目の配点 １０～42

改定（案） 現行

型式 技術提案型（追加） 標準型（継続） 標準型

１億円以上対象工事
５億円以上かつ

技術的工夫の余地が
大きい工事

1億円以上
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② 型式の追加

高度な技術提案を求める業界の意見を踏まえて、以下のとおり、「技術提案型」を新た

に追加する。なお、現行の標準型も継続し、工事規模や内容に応じて型式を使い分ける。 

技術提案型（追加） 標準型（継続） 

提案 

項目 

工事目的物の性能・機能の確保

や品質管理、安全管理、環境への

配慮について、幅広く技術的な提

案を求める 

品質管理、安全管理、環境への配慮

における、施工上の工夫について提

案を求める 

配点 
最大 40 点 

(10 点×最大４問、１問５提案まで) 

６点 

(３点×２問、１問１提案まで） 

対象 

工事 

予定金額５億円以上、且つ、 

技術的工夫の余地が大きい工事 
予定金額 1億円以上 

③ 企業評価項目の追加・変更

標準型は企業評価項目と価格で落札者が決定することが多いことや、企業評価項目の

拡充を求める意見があることを踏まえて、標準型について、企業の施工能力をより詳し

く評価できるよう、以下のとおり企業評価項目の追加・変更を行う。 

項目 内容 

工事成績の実績 
企業の施工実績をより適正に評価するため、選択項目から必須

項目へ変更する。 

工事成績優良業者

の表彰実績 
同上 

社会貢献 

これまで「障がい者雇用」「環境保全の取組」※の２項目で評価

を行っていたが、企業の社会への貢献度をより適正に評価するた

め、次の２項目を追加する。 

〇協力雇用主（犯罪をした者等の自立及び社会復帰支援） 

協力雇用主として法務省保護観察所に登録し、一定期間の雇

用実績のある企業 

〇消防団協力企業 

消防庁による消防団協力事業所表示制度の適用を受けた企業 

競争入札参加停止

措置状況 

企業の信頼性・社会性を評価するため、競争入札参加停止措置

状況を加味した減点項目を追加する。 

品質管理への取組 
工事内容に応じて、品質管理と安全対策、優先する一方を選択

する。 
建設業労働災害防

止協会加入状況 

※「障がい者雇用」：障がい者雇用率 4.6％の達成状況 環境保全の取組」：ISO14001 又はエコアクション 21 の取得状況

（３）スケジュール

令和７年４月１日以降公告の案件より適用する。なお、当面の間は試行運用とし、技術

提案型、標準型合わせて、年間数件程度を対象として実施する。 

なお、今後は改定内容を HP で公表するなど、業界へ丁寧な説明を行っていく。 
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福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.1

改定前 改定後

P.3　１－（１）総合評価方式とは
◆ 評価する「品質」

「品質」とは，工事目的物そのものはもとより，工事の効率性，安全性，環境へ
の配慮等の工事そのものの質も含まれます。
　また，工事の「品質」を確保するためには，これまで実施した同種工事の実績，
配置予定技術者の能力，あるいは，当該地域の自然的・社会的条件について熟知し
ていることも必要な要素であると考えています。
　そこで，「品質」の評価にあたっては，施工上の工夫における提案のほか，同種
工事の経験，社会貢献等の取組等についても対象とします。

（評価する内容）
•その工事に対する施工上の工夫など，品質・安全管理・環境への配慮等に係る施
工上の提案
•下請，資材調達に係る地場企業の活用
•同種工事の施工実績，工事成績等の企業の施工能力
•配置予定技術者の資格の保有状況，施工経験
•本店所在状況等による社会貢献・地域貢献

P.3　１－（１）総合評価方式とは
◆ 評価する「品質」
「品質」とは，工事目的物そのものはもとより，工事の効率性，安全性，環境への
配慮等の工事そのものの質も含まれます。
　また，工事の「品質」を確保するためには，これまで実施した工事の成績や、同
種工事の実績，配置予定技術者の能力，あるいは，当該地域の自然的・社会的条件
について熟知していることも必要な要素であると考えています。
　そこで，「品質」の評価にあたっては，技術提案や施工上の工夫における提案の
ほか，工事成績や同種工事の経験，社会貢献等の取組等についても対象とします。

（評価する内容）
•その工事に対する新しい施工方法や施工上の工夫などの技術提案
•工事の品質・安全管理・環境への配慮等に係る施工上の提案
•下請，資材調達に係る地場企業の活用
•同種工事の施工実績，工事成績等の企業の施工能力
•配置予定技術者の資格の保有状況，施工経験
•本店所在状況等による社会貢献・地域貢献
•競争入札参加停止措置状況による企業の信頼性・社会性

P.５　２－（１）総合評価方式の型式 P.５　２－（１）総合評価方式の型式

【資料２】ガイドライン変更点一覧表



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.2

改定前 改定後

P.５　２－（１）総合評価方式の型式

総合評価方式においては，標準型を適用します。

P.５　２－（１）総合評価方式の型式



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.3

改定前 改定後

P.5～6　２－（２）評価項目・配点の関係
① 技術評価項目の区分

P.6～7　２－（２）評価項目・配点の関係
① 技術評価項目の区分

P.5～6　２－（２）評価項目・配点の関係
② 技術評価項目・配点の設定の考え方

P.6～7　２－（２）評価項目・配点の関係
② 技術評価項目・配点の設定の考え方



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.4

改定前 改定後

P.5～6　２－（２）評価項目・配点の関係
③ 評価項目・配点の関係

　技術評価項目と配点（加算点）については，以下の表のとおりとなります。

P.6～7　２－（２）評価項目・配点の関係
③ 評価項目・配点の関係

　各型式の技術評価項目と配点（加算点）については，以下の表のとおりとなりま
す。

　　なお，提案項目の設問数については，工事内容等に応じて設定します。

技術提案型 標準型

性能・機能の確保

品質管理，安全管理

環境への配慮等の

施工技術に関する提案 （提案１～４問）

品質管理，安全管理

環境への配慮

に関する施工上の提案 （提案２問）

地場企業への下請計画

地場企業からの資材調達計画

工事成績，同種工事の施工実績，

品質管理，安全管理等

資格の保有状況，

同種工事の施工経験

本店所在地、障がい者雇用・環境保全・

消防団協力・協力雇用主の取組

21.0～56.0 17.0～22.0配点（加算点）

〇

〇

〇

〇

〇

技術者の能力

社会貢献・地域貢献

企業の施工能力 〇

〇

施工上の提案

〇競争入札参加停止措置状況

地場企業の活用

区分

提
案
項
目

技術提案

〇

企
業
評
価
項
目

〇企業の信頼性・社会性

〇

〇

型式
技術評価項目



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.5

改定前 改定後

P.7　２－（３）落札者の決定方法
① 総合評価の方法

■総合評価の標準型においては，除算方式と呼ばれる以下の算式により評価値を算
出します。

・「加算点」は，「品質」の評価により，０～２３点の範囲で加点

② 落札候補者の決定方法

【低入札価格調査対象工事にかかる失格基準価格の算出方法】

P.８　２－（３）落札者の決定方法
① 総合評価の方法

■いずれの総合評価の型式（技術提案型，標準型）においても，除算方式と呼ばれ
る以下の算式により評価値を算出します。

・「加算点」は，「品質」の評価により，０～５6点の範囲で加点

② 落札候補者の決定方法

【低入札価格調査対象工事にかかる失格基準価格の算出方法】

失格基準価格 ＝ 基準比較価格 × 0.99 に消費税を加えた額失格基準価格 ＝ 基準比較価格 × 0.985 に消費税を加えた額



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.6

P.9　３－（１）技術評価項目と配点 P.10　３－（１）技術評価項目と配点

改定前 改定後

○ P.11

△ △ P.16

△ △ P.17

小計 小計 —

○ ○ P.19

○ ○ P.20

○ ○ P.21

△ △ P.22

△ △ P.22

△ △ P.23

○ ○ P.24

○ ○ P.25

○ ○ P.26

企
業
の

信
頼
性
・

社
会
性

○ ○ P.30

—

—

小計 小計 —

計 計 —

掲載箇所

P.11

1

1

1 1

標準型

1

1

１～4問
設問

(1問10点)

10～40

—

— ２問
(1問3点)

企
業
評
価
項
目

・障がい者雇用
　（障がい者雇用率4.6%の達成状況）
・環境保全の取組
　（ISO14001又はエコアクション21の取組状況）
・協力雇用主
　（保護観察対象者等の雇用）
・消防団協力
　（消防団協力事業所の認定）

品質管理への取り組み（ISO9001取得状況） 1

建設業労働災害防止協会加入状況 1

競争入札参加停止措置状況 -2

同種工事の施工経験
（現場代理人、主任技術者の経験も含む）

1

受注工事件数 1

企
業
の
施
工
能
力

同種工事の施工実績 1 1

合計
21.0

～
56.0

17.0
～

22.0

企業評価項目の配点
11.0

～
14.0

11.0
～

14.0

選択項目（△）配点／項目数 0～3点/3項目 0～3点/3項目

必須項目（○）配点 11.0 11.0

-2

○ 2 ○ 2

1

技
術
者

の
能
力

資格の保有状況
（監理技術者資格の保有期間など）

1 1

提案項目の配点 10～42 6～8

工事成績優良業者の表彰実績 1 1

分類 技術評価項目

型式別配点

技術提案型

工事成績の実績 4 4

提
案
項
目

技
術
提
案

・性能・機能の確保に関するもの
・品質管理
・安全管理
・周辺環境への配慮
・その他（施工上配慮すべきこと）

※上記より各工事で留意すべき事項について設問

○

施工上の提案
（品質管理、安全管理、環境への配慮）

地場企業からの資材調達計画

地
場
企
業

の
活
用

地場企業への下請計画 1

P.27

本店所在地
（本市名簿登載期間で評価）

1 1
社
会
貢
献
・
地
域
貢
献



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.7

  P.11～15　３－（２）提案項目

P.11～15　３－（２）提案項目
　
　① 施工上の提案

・「標準型」では，施工上の提案を求めます。
・「提案項目」（施工上の提案）に関する技術提案書作成上の留意点は， 以下のと
おりです。
・上記の他，「施工上の提案」においては，それぞれ以下の点に留意して下さい。

P.11～15　３－（２）提案項目
　
　② 施工上の提案

・ 施工上の提案は，「標準型」で対象となり、２問設定します。
・「提案項目」（技術提案・施工上の提案）に関する技術提案書作成上の留意点
は， 以下のとおりです。
・ 上記の他，「技術提案」や「施工上の提案」においては，それぞれ以下の点に留
意して下さい。

改定前 改定後

P.10～13　３－（２）提案項目

　
　項目無し



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.8

改定前 改定後

P.10～13　３－（２）提案項目
　
　項目なし

P.11～15　３－（２）提案項目



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.9

改定前 改定後

P.16～21　３－（３）企業評価項目 P.18～23　３－（３）企業評価項目

P.16～21　３－（３）企業評価項目－① 企業の施工能力 P.18～23　３－（３）企業評価項目－① 企業の施工能力

ⅰ.　同種工事の施工実績 2

ⅱ.　品質管理への取組 １

ⅲ.　建設業労働災害防止協会加入状況 1

ⅳ.　受注工事件数 １

ⅴ.　工事成績の実績 3

ⅵ.　工事成績優良業者の表彰実績 １

区分 適用 技術評価項目 配点

企業の
施工能力

必須

選択

配点

各形式共通

ⅰ．同種工事の施工実績 1

ⅱ．工事成績の実績 4

ⅲ．工事成績優良業者の表彰実績 1

ⅳ．受注工事件数 1

ⅴ．品質管理への取組み 1

ⅵ，建設業労働災害防止協会加入状況 1

区分 適用 技術評価項目

企業の
施工能力

必須

選択



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.10

改定前 改定後

P.16～21　３－（３）企業評価項目－① 企業の施工能力
ⅰ．同種工事の施工実績

P.18～23　３－（３）企業評価項目－① 企業の施工能力
ⅰ．同種工事の施工実績

評価 適用
項目 回答様式

・一定期間内における，工事毎に設定する同種工事の施工実績により
５段階評価

Ａ：より同種性の高い施工実績２件以上（同口径以上又は，同規模以上）
B：より同種性の高い施工実績１件　　 （　 〃 ）    【５段階】
Ｃ：同種性の高い施工実績２件以上　　（同口径未満又は，同規模未満） 配点の重み
D：同種性の高い施工実績1件 （　　　　　　〃　　　　　　） Ａ : 2.00
Ｅ：実績なし Ｂ：1.50

Ｃ：1.00
（ＪＶの場合） Ｄ：0.50
・構成員それぞれに加算点を算出し，その平均点をＪＶの加算点とす Ｅ：0.00
る

<評価対象>
・CORINS登録工事を基本とし，前年度までの１０年間及び当該年度
の入札公告日前日迄に完成した工事が対象

必須

様式8

評価内容 配点 配点区分

同
種
工
事
の

施
工
実
績

２点

評価 適用
項目 回答様式

・一定期間内における，工事毎に設定する同種工事の施工実績により
３段階評価

　　Ａ  ： ２件以上の実績あり
　Ｃ　:  １件の実績あり    【３段階】

　　Ｅ  ： 実績なし
選択

（ＪＶの場合） 配点の重み
・構成員それぞれに加算点を算出し，その平均点をＪＶの加算点とす Ａ : 1.00 様式８
る  C：0.50

Ｅ：0.00
<評価対象>
・CORINS登録工事を基本とし，前年度までの１０年間及び当該年度
の入札公告日前日迄に完成した工事が対象

同
種
工
事
の

施
工
実
績

１点

評価内容 配点 配点区分



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.11

改定前 改定後

P.16～21　３－（３）企業評価項目－① 企業の施工能力
ⅴ．工事成績の実績

　一定期間内の福岡地区水道企業団発注工事において，同一業種で工事成績評定の
良い者を優位に評価します。

•対象工事の業種を限定しておりますので，ご注意下さい。例えば，建築  工事の
案件であれば，過去の建築工事の実績しか対象となりません。
•一般土木と管２種は，同一業種として取扱い評価を行います。
•管と管Ⅱ種は，別業種として取扱い評価を行います。
・評価対象期間が入札公告日の前日までとなっておりますので，毎回，「工事成績
評定通知書の写し」の添付が必要です。

P.18～23　３－（３）企業評価項目－① 企業の施工能力
ⅱ．工事成績の実績

　一定期間内の福岡地区水道企業団及び構成団体発注工事において，同一業種で工
事成績評定の良い者を優位に評価します。

　

　※構成団体とは，福岡都市圏の6市7町1企業団1事務組合を指す。

•対象工事の業種を限定しておりますので，ご注意下さい。例えば，建築  工事の
案件であれば，過去の建築工事の実績しか対象となりません。なお、構成団体発注
工事については，評価対象となるか事前に企業団へ問い合わせをお願いします。
•対象工事の金額を限定する場合がありますので，ご注意ください。詳細は各工事
の「技術提案書提出説明書」に記載しております。
•一般土木と管Ⅱ種は，同一業種として取扱い評価を行います。(企業団発注)
•管と管Ⅱ種は，別業種として取扱い評価を行います。(企業団発注)
・「工事成績評定通知書の写し」の添付が必要です。

評価 適用
項目 回答様式

・一定期間内の同一業種の工事において，本企業団が通知した任意
３件の工事成績評定の平均点（小数３位四捨五入）を算出し，
下記のとおり評価。
　　Ａ：平均８０点以上

　　※平均６５点超～８０点未満は下記算出式により評価
　　　 加算点＝配点×（平均点-６５）/１５

配点の重み
　　Ｅ：６５点以下または実績なし Ａ：3.00

～ 選択
（ＪＶの場合） 算出式
・構成員それぞれに加算点を算出し，その平均点をＪＶの加算点 により評価 様式７-１
とする。 ～

Ｅ：0.00
<評価対象>
・平成25年の４月１日から入札公告日前日までに本企業団より工事
成績評定通知書を交付（通知日基準）された工事

・同一業種とは，入札公告をもって示した登録業種をいう。

評価内容 配点 配点区分

工
事
成
績
の
実
績

３点

評価 適用
項目 回答様式

・一定期間内の同一業種の工事において，本企業団及び構成団体が
通知した任意３件の工事成績評定の平均点（小数３位四捨五入）を
算出し，下記のとおり評価。
　　Ａ：平均９５点以上

　　※平均６５点超～９５点未満は下記算出式により評価
　　　 平均80点越　　加算点＝3.0 ＋ 1.0 （平均点-80）/１５
　　　 平均80点以下　加算点＝3.0 ×（平均点-65）/１５

　　Ｅ：６５点以下または実績なし Ａ：4.00
～ 必須

（ＪＶの場合） 算出式
・構成員それぞれに加算点を算出し，その平均点をＪＶの加算点 により評価 様式７-１
とする。 ～

Ｅ：0.00
<評価対象>
・入札公告日の10年前の日が属する年度の４月１日から入札公告日
までに本企業団及び構成団体より工事成績評定通知書を交付（通知
日基準）された工事
・同一業種とは，入札公告をもって示した登録業種をいう。

評価内容 配点 配点区分

工
事
成
績
の
実
績

4点



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.12

P.16～21　３－（３）企業評価項目－① 企業の施工能力
ⅵ．工事成績優良業者の表彰実績

　一定期間内の福岡地区水道企業団発注工事において，同一業種で「福岡地区水道
企業団工事成績優良業者」として表彰対象となった者を評価します。

•対象期間内に「福岡地区水道企業団工事成績優良業者表彰要綱」に基づき，表彰
の対象である旨，通知を受けた工事を対象とします。通知を受けても，その後， 表
彰対象から外れた工事は除きます。
•対象工事の業種を限定しておりますので，ご注意下さい。例えば，電気工事の案
件であれば，過去の電気工事の実績しか対象となりません。
•一般土木と管２種は，同一業種として取扱い評価を行います。
•管と管Ⅱ種は，別業種として取扱い評価を行います。
•本企業団からの「表彰の対象である旨の通知の写し」の添付が必要です。

P.18～23　３－（３）企業評価項目－① 企業の施工能力
ⅲ．工事成績優良業者の表彰実績

　一定期間内の福岡地区水道企業団及び構成団体の発注工事において，同一業種で
「工事成績優良業者」として表彰対象となった者を評価します。

•対象期間内に「福岡地区水道企業団工事成績優良業者表彰要綱」及び各構成団体
の表彰規定に基づき，表彰の対象である旨，通知を受けた工事を対象とします。通
知を受けても，その後， 表彰対象から外れた工事は除きます。
・対象工事の業種を限定しておりますので，ご注意下さい。例えば，電気工事の案
件であれば，過去の電気工事の実績しか対象となりません。なお、構成団体発注工
事については，評価対象となるか事前に企業団へ問い合わせをお願いします。
•一般土木と管Ⅱ種は，同一業種として取扱い評価を行います。(企業団発注)
•管と管Ⅱ種は，別業種として取扱い評価を行います。(企業団発注)
•本企業団及び構成団体からの「表彰の対象である旨の通知の写し」の添付が必要
です。

改定前 改定後

適用
回答様式

・一定期間内の同一業種の工事において，「福岡地区水道企
業団工事成績優良業者」として表彰対象となった者を評価
　　Ａ：表彰対象者
　　Ｂ：該当しない

（ＪＶの場合）
・構成員それぞれに加算点を算出し，その平均点をＪＶの加 【２段階】
算点とする。 選択

配点の重み
<評価対象> Ａ：1.00 様式7-2
・入札公告日前日までの２年間に，本企業団より工事成績優 Ｅ：0.00
良業者として表彰の対象である旨通知（同通知後，表彰の取
り消しを通知されたものは除く）された工事
ただし、表彰日の翌日から入札公告日前日までの間に競争入
札参加停止の措置を受けた期間がある場合は，評価対象とし
ない。
・同一業種とは，入札公告をもって示した登録業種をいう。

の
表
彰
実
績

工
事
成
績
優
良
業
者

１点

評価
評価内容 配点 配点区分

項目
適用

回答様式
・一定期間内の同一業種の工事において，「工事成績優良業
者」として表彰対象となった者を評価
　　Ａ：表彰対象者
　　Ｂ：該当しない

（ＪＶの場合）
・構成員それぞれに加算点を算出し，その平均点をＪＶの加 【２段階】
算点とする。 選択

配点の重み
<評価対象> Ａ：1.00 様式7-2
・入札公告日前日までの２年間に，本企業団及び構成団体よ Ｅ：0.00
り工事成績優良業者として表彰の対象である旨通知（同通知
後，表彰の取り消しを通知されたものは除く）された工事
ただし、表彰日の翌日から入札公告日前日までの間に競争入
札参加停止の措置を受けた期間がある場合は，評価対象とし
ない。
・同一業種とは，入札公告をもって示した登録業種をいう。

の
表
彰
実
績

工
事
成
績
優
良
業
者

１点

評価
評価内容 配点 配点区分

項目



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.13

改定前 改定後

P.22～23　３－（３）企業評価項目　② 技術者の能力
ⅷ．同種工事の施工経験

P.24～25　３－（３）企業評価項目　② 技術者の能力
ⅷ．同種工事の施工経験

評価 適用
項目 回答様式

・入札者が提示する配置予定技術者（最大３人まで提示可）の
一定期間内の同種工事（期間，対象は企業の施工能力での同種    【３段階】
工事と同じ）の監理技術者，主任技術者または現場代理人とし
ての施工経験の有無により３段階評価。複数名を提示した場合 配点の重み 必須
「資格の保有状況」とあわせ最も評価が低い技術者の加算点と A : 1.00
する。 C : 0.50 様式11
　Ａ : より同種性の高い施工経験あり（同口径以上又は，同規模以上） E：0.00
　Ｃ : 同種性の高い施工経験あり　　（同口径未満又は，同規模未満）

　Ｅ : 実績なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

評価内容 配点 配点区分

同
種
工
事
の

施
工
経
験

　
１点

評価 適用
項目 回答様式

   【２段階】

配点の重み
Ａ : 1.00
Ｅ：0.00

必須

様式11

評価内容 配点 配点区分

同
種
工
事
の

施
工
経
験

１点

・入札者が提示する配置予定技術者（最大３人まで提示可）の一定期間
内の同種工事（期間、対象は企業の施工能力での同種工事と同じ）の監
理技術者，主任技術者または現場代理人としての施工経験の有無によ
り，２段階評価。複数名を提示した場合，「資格の保有状況」とあわせ
最も評価が低い技術者の加算点とする。
　　A：施工経験有り
　　E：施工経験無し



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.14

改定前 改定後

P.24～25　３－（３）企業評価項目　③ 社会貢献・地域貢献 P.26～29　３－（３）企業評価項目　③ 社会貢献・地域貢献

ⅸ.　本店所在地 １

ⅹ.　障がい者雇用・環境保全の取り組み[地場企業]
（障がい者雇用率4.6％の達成状況）
（ISO14001又はエコアクション21の取得状況）

１

区分 適用 技術評価項目 配点

社会貢献・地域貢献 必須

区分 適用 配点

1.0

ⅹ．障がい者雇用の取り組み
　　（障がい者雇用率4.6%の達成状況）

ⅺ．環境保全の取り組み
　　（ISO14001又はｴｺｱｸｼｮﾝ21の取得状況）

ⅻ．保護観察対象者等の雇用の取り組み
　　（協力雇用主としての登録と雇用状況等）

xiii．消防団協力支援の取り組み
　　（消防団協力事業所の認定状況）

2.0
(各0.5)

技術評価項目

社会貢献・地域貢献 必須

ⅸ．本店所在地

社会貢献・地域貢献【地場企業】



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.15

改定前 改定後

P.24～25　３－（３）企業評価項目　③ 社会貢献・地域貢献

　項目なし

P.26～29　３－（３）企業評価項目　③ 社会貢献・地域貢献
ⅻ．保護観察対象者等の雇用の取り組み
　本店が地場内に所在し，協力雇用主として法務省福岡保護観察所に登録され，か
つ，保護観察対象者等を３カ月以上雇用している者を優位に評価します。

【留意点等】
　評価にあたっての諸条件は各工事の「技術提案書提出説明書」で必ず確認して下
さい。
・保護観察対象者等の雇用の取り組みについては，「社会貢献・地域貢献活動評価
証明（保護観察対象者等の雇用）」など，保護観察対象者等の雇用が証明できる書
類の添付が必要です。

評価項目 評価内容 最大配点 配点区分
適用

回答様式

保護観察対象者等の
雇用の取り組み

・公告日時点において、協力雇用主として法務省福岡保護観
察所に登録されており、かつ、審査基準日以前１年間に、保
護観察中の者（同一者）または更生緊急保護中の者（同一
者）を通算３カ月以上雇用したことにより２段階評価

A：協力雇用主として登録があり、かつ、保護観察対象者等
の者を３カ月以上雇用
E：該当なし

０.５点
【２段階】
A：0.50
E：0.00

必須

様式１3

（ＪＶの場合）
・構成員それぞれに加算点を算出し、その平均点をＪＶの加
算点とする。



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.16

P.24～25　３－（３）企業評価項目　③ 社会貢献・地域貢献

　項目なし

P.26～29　３－（３）企業評価項目　③ 社会貢献・地域貢献
xiii．消防団協力支援の取り組み
　本店が地場内に所在し，福岡都市圏の市町の消防団事務局より「消防団協力事業
所」の認定を受けている者を優位に評価します。

【留意点等】
　評価にあたっての諸条件は各工事の「技術提案書提出説明書」で必ず確認して下
さい。
・消防団協力支援の取り組みについては，「消防団協力事業所表示証交付書」や
「消防団協力事業所表示証と会社名がわかる写真」のほか，各市町が公表する「消
防団協力事業所一覧」など，消防団協力事業所が証明できる書類の添付が必要で
す。

改定前 改定後

評価項目 評価内容 最大配点 配点区分
適用

回答様式

消防団協力支援の
取り組み

・公告日時点において、福岡都市圏(１０市７町)の
市町の消防団事務局より、「消防団協力事業所」の
認定を受けている者を２段階評価

A：消防団協力事業所の認定あり
E：認定なし

０.５点
【２段階】
A：0.50
E：0.00

必須

様式１3

（ＪＶの場合）
・構成員それぞれに加算点を算出し、その平均点
をＪＶの加算点とする。



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.17

改定前 改定後

P.24～25　３－（３）企業評価項目

　項目なし

P.30　３－（３）企業評価項目　④  企業の信頼性・社会性

「企業の信頼性・社会性」に関する評価項目は，必須項目が１項目となっていま
す。
　

　xⅳ．競争入札参加停止措置状況
　福岡地区水道企業団競争入札参加停止等措置要領別表第１及び別表第２に掲げる
措置要件に該当し，一般競争入札参加停止及び指名停止（以下，競争入札参加停止
等）の措置を受けた者を減点評価します。

■評価対象の事例

【留意点等】
評価にあたっての諸条件は各工事の「技術提案書提出説明書」で必ず確認して下さ
い。
・本企業団からの「競争入札参加停止措置の対象である旨の通知の写し」を添付し
てください。

区分 適用 技術評価項目 配点

企業の信頼性・社会性 必須 xⅳ．競争入札参加停止措置状況 -2

指名停⽌管等６か⽉ 同期間６か⽉

事例１ 減点対象

事例２ 減点対象外

事例３ ⼊札参加
資格なし

公告⽇

 指名停⽌等８か⽉ 同期間８か⽉

指名停⽌等４か⽉ 同期間４か⽉

評価
項目

評価内容 配点 配点区分
適用

回答様式

競争入札
参加停止
措置状況

・公告日に、競争入札参加停止期間満了日の翌日を起
算日とする競争入札参加停止期間と同期間が係る場合
に、評価点を減点

A：該当なし
E：該当あり

-２点
【２段階】
A：0.00
E：-2.00

必須

様式１４

（ＪＶの場合）
・構成員それぞれに加算点を算出し、その平均点をＪ
Ｖの加算点とする。
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改定前 改定後

P.32　４－（３）評価結果の公表 P.37　４－（３）評価結果の公表



福岡地区水道企業団総合評価方式実施ガイドラインの変更点（令和７年４月） P.19

改定前 改定後

P.33　４－（４）評価結果の公表

　項目なし

P.38　４－（４）評価結果の公表

P.33　４－（５）評価に係る問合せ等

　施工上の提案等の評価に係る問合せを行うことができます。

P.39　４－（５）評価に係る問合せ等

　技術提案や施工上の提案等の評価に係る問合せを行うことができます。

（凡例）審査結果

○

△

－

× 採用できない（加算点なし。実施不可）

着目点を踏まえているが、標準案の範囲に留まる（加算点なし。実施可能）

着目点を踏まえていない、「追加提案」としない提案に該当する、履行の具体性や実現
性が不明確等（加算点なし。実施可能）

追加提案（加点対象。履行義務あり）

評価項目①：○○について

× 工事躯体の基本構造を変える提案であり、採用できない。

△ 仕様書に規定する範囲内に留まる。

－ 関係者の了承が得られるか不透明。

○

○

提案 審査結果 審査理由等

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

開示するイメージ（参考：「技術提案」の場合）
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改定前 改定後

P.35　５－（４）技術者の配置

本工事における技術評価項目「技術者の能力」において，技術提案書に提示した
配置予定技術者の中から１名を，本工事の入札説明書に基づき監理技術者として配
置しなければならず，原則として途中交代はできません。

P.41　５－（４）技術者の配置

本工事における技術評価項目「技術者の能力」において，技術提案書に提示した
配置予定技術者の中から１名を，本工事の入札説明書に基づき監理技術者として配
置しなければならず，原則として途中交代はできません。

　ただし、監理技術者に関する諸規定に基づき、真にやむを得ない理由等により途
中交代が必要な場合は、発注者と協議を行い、工事の継続性・品質の確保等に支障
がないと認められた場合に限り交代を認めるものとし、原則として、次の全ての事
項を満たす者を配置しなければなりません。

 （１）本工事の入札説明書に定められた配置予定技術者に関する全ての条件 を満足
すること。（ただし、技術提案書提示の技術者に限らない。）

 （２）技術提案書「技術者の能力」の得点以上を獲得すること。

【留意点等】
「技術者の能力」に関する評価項目で加点評価された場合、落札者となった者には
履行義務が生じます。配置技術者の変更にあたり、上記の事項を満たすことができ
ない場合、他の技術提案等と同様、ペナルティが発生します。

P36　７．その他 P43　７．その他




